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中核市・川越 

平
成
十
八
年
川
越
市
議
会
第
一
回
定
例
会
は
、
二
月
二
十
七
日
開
会
さ
れ
、
会
期
は
二
十
六
日
間
で
、
継
続
審
査
案
件
を
含
め
六
十
二
件
の
案
件
を
審
議
し
、

三
月
二
十
四
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

▽
　
川
越
市
職
員
定
員
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　

│
原
案
可
決
│

事
務
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
内
容
は
、
議
会
の
事
務
部

局
の
職
員
定
数
に
つ
い
て
、
一
人
増

員
し
て
十
五
人
と
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及

び
川
越
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本

部
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
災
害
派
遣
手
当
の
額
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て│

原
案
可
決
│

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民

の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
国
民
保
護
法
）
の
制
定
に
伴
い
、

条
例
の
制
定
及
び
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び

川
越
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条

例
に
つ
い
て
は
、
各
対
策
本
部
の
組

織
、
会
議
、
部
及
び
現
地
対
策
本
部

等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

川
越
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例
に

つ
い
て
は
、
同
協
議
会
の
組
織
、
会

長
の
職
務
代
理
、
会
議
及
び
庶
務
等

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

災
害
派
遣
手
当
の
額
に
関
す
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
災
害
等

派
遣
手
当
に
係
る
規
定
を
加
え
る
と

と
も
に
、
題
名
を
川
越
市
災
害
派
遣

手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
に
改
め

た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
土
地
開
発
基
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
│
原
案
可
決
│

公
用
若
し
く
は
公
共
用
に
供
す
る

土
地
又
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
取

得
す
る
必
要
が
あ
る
土
地
を
あ
ら
か

じ
め
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業

の
円
滑
な
執
行
を
図
る
た
め
設
置
さ

れ
た
土
地
開
発
基
金
に
つ
い
て
、
弾

力
的
な
運
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

財
政
の
硬
直
化
の
防
止
に
資
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
基
金
の
一
部
を

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定

を
加
え
る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備

を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審

査
会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通
園

施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

障
害
者
自
立
支
援
法
の
平
成
十
八

年
四
月
一
日
施
行
等
に
伴
い
、
条
例

の
制
定
及
び
一
部
を
改
正
し
た
も
の

平成18年

3 月
定例会から

平
成
十
八
年
度
当
初
予
算

な
ど
を
可
決

│
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条
例
な
ど
を
可
決
│

条　例

整備の進む霞ケ関駅北口整備の進む霞ケ関駅北口整備の進む霞ケ関駅北口



市 議 会 だ よ り

で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審
査

会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
給

付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会
を

設
置
し
、
委
員
の
定
数
を
二
十
人
以

内
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称

を
川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審
査

会
と
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
附
則

に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
を
一
部
改
正
し
、
介
護
給
付

費
等
支
給
審
査
会
の
委
員
の
報
酬
を

日
額
一
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通
園
施

設
条
例
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法

の
居
宅
生
活
支
援
費
が
障
害
者
自
立

支
援
法
の
介
護
給
付
費
に
移
行
す
る

た
め
、
川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通

園
施
設
（
川
越
市
立
ひ
か
り
児
童
園
）

の
使
用
料
に
係
る
規
定
の
整
備
を
し

た
も
の
で
す
。

川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

支
給
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、

本
市
が
支
援
費
の
支
給
等
を
し
て
い

る
本
市
の
区
域
外
の
施
設
に
入
所
等

を
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
医
療
費
助

成
金
に
相
当
す
る
給
付
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
者
を
新
た
に
加
え
る
こ

と
と
し
、
他
の
市
町
村
が
支
援
費
の

支
給
等
を
し
て
い
る
本
市
の
区
域
内

の
施
設
に
入
所
等
を
し
て
い
る
者
の

う
ち
、
医
療
費
助
成
金
に
相
当
す
る

給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。
併
せ
て
、

規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
衛
生
関
係
事
務
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て│

原
案
可
決
│

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
動
物
取
扱
業
の

登
録
申
請
手
数
料
等
の
新
た
な
手
数

料
の
設
定
及
び
手
数
料
の
額
等
の
改

正
並
び
に
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検

査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
名
称
が

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
に

改
め
ら
れ
る
こ
と
等
に
伴
う
規
定
の

整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐

車
場
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

霞
ケ
関
駅
北
口
整
備
事
業
に
伴
い
、

条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条
例

に
つ
い
て
は
、
霞
ケ
関
駅
の
利
用
者

等
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
同
駅

の
南
北
を
つ
な
ぐ
自
由
通
路
を
設
置

す
る
た
め
、
当
該
自
由
通
路
の
名
称

及
び
位
置
、
行
為
の
禁
止
、
利
用
の

禁
止
又
は
制
限
、
損
害
賠
償
そ
の
他

の
事
項
を
定
め
た
も
の
で
す
。

川
越
市
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車

場
条
例
に
つ
い
て
は
、
駅
前
広
場
の

交
通
の
円
滑
化
と
駅
利
用
者
等
の
利

便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
設
置
す
る

自
動
車
駐
車
場
の
名
称
及
び
位
置
、

駐
車
で
き
る
自
動
車
、
駐
車
期
間
、

駐
車
料
金
の
額
、
損
害
賠
償
そ
の
他

駐
車
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
開
発
許
可
等
の
基
準
に

関
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
市

街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
許
可

等
の
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例

を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
都
市
計
画
法
の
規

定
に
基
づ
き
、
市
街
化
調
整
区
域
に

お
け
る
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
し

必
要
な
事
項
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
運

用
し
て
き
た
開
発
許
可
の
基
準
等
に

加
え
、
新
た
に
最
低
敷
地
面
積
、
開

発
を
許
可
す
る
区
域
の
指
定
、
環
境

の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
予
定
建
築
物
の
用
途
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

関
係
す
る
九
件
の
条
例
の
一
部
を
一

括
し
て
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
職
員
に
対
し
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
手
当
の
種
類
を
定
め
て
い

る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
第
二
項

の
改
正
に
伴
い
、
職
員
に
支
給
し
て

い
た
「
調
整
手
当
」
を
廃
止
し
、
新

た
に
「
地
域
手
当
」
を
支
給
す
る
こ

と
と
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
市
企
業

職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

通
勤
手
当
の
支
給
要
件
の
見
直
し

を
行
う
た
め
、
関
係
す
る
二
件
の
条

例
の
一
部
を
一
括
し
て
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
通
勤
距
離
が
片

道
二
km
以
上
の
も
の
で
、
交
通
機
関

等
を
利
用
せ
ず
、
又
は
交
通
用
具
を

使
用
し
な
い
も
の
及
び
、
通
勤
距
離

が
片
道
二
km
未
満
の
も
の
に
係
る
通

勤
手
当
を
廃
止
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
│
原
案
可
決
│

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年

度
ま
で
の
保
険
料
率
を
定
め
る
等
の

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
各
年
度
に
お
け

る
保
険
料
率
に
関
す
る
第
一
号
被
保

険
者
の
区
分
ご
と
の
保
険
料
率
を
定

め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
保
健
所
条
例
及
び
川
越

市
立
診
療
所
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

九
十
二
号
を
も
っ
て
診
療
報
酬
の
算

定
方
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

関
係
す
る
二
件
の
条
例
の
一
部
を
一

括
し
て
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
川
越
市
保
健
所

条
例
の
手
数
料
の
額
に
係
る
規
定
及

び
川
越
市
立
診
療
所
条
例
の
使
用
料

の
額
に
係
る
規
定
を
整
備
し
た
も
の

で
す
。

▽
　
包
括
外
部
監
査
契
約
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
あ

ら
か
じ
め
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
く

と
と
も
に
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
包
括
外
部
監
査
契
約
に
係
る

契
約
の
目
的
、
契
約
の
始
期
、
契
約

の
金
額
及
び
相
手
方
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
た

も
の
で
す
。

な
お
、
契
約
の
始
期
、
金
額
及
び

相
手
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
、
契
約
の
始
期

平
成
十
八
年
四
月
一
日

二
、
契
約
の
金
額

一
千
六
百
万
円
を
上
限
と
す

る
額

三
、
契
約
の
相
手
方

和
光
市
新
倉
一
丁
目

十
一
番
九
十
号

和
　
田
　
正
　
夫

（
公
認
会
計
士
）

▼
　
第
一
日
（
二
月
二
十
七
日
）
会

期
を
二
十
六
日
間
と
決
定
。
継
続

審
査
と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い

て
、
各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ

れ
、
審
議
の
結
果
、
請
願
二
件
の

う
ち
一
件
を
不
採
択
、
一
件
は
請

願
者
か
ら
の
取
下
げ
願
を
了
承
す

る
こ
と
に
決
定
。
地
域
振
興
ふ
れ

あ
い
拠
点
施
設
建
設
に
か
か
わ
る

諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継

続
審
査
と
決
定
。
ま
た
、
平
成
十

六
年
度
決
算
十
三
件
を
そ
れ
ぞ
れ

認
定
。
次
に
提
出
案
三
十
七
件
に

つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼
　
第
二
日
（
二
月
二
十
八
日
）
本

会
議
休
会
。

▼
　
第
三
日
（
三
月
一
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
四
日
（
三
月
二
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
五
日
（
三
月
三
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

平成１８年４月２５日発行 （２）

包
括
外
部

監
査
契
約

議 事 の

あ ら ま し



関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
六
日
（
三
月
四
日
）
及
び
第

七
日
（
三
月
五
日
）
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
八
日
（
三
月
六
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
九
日
（
三
月
七
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
日
（
三
月
八
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
一
日
（
三
月
九
日
）
か
ら

第
十
四
日
（
三
月
十
二
日
）
ま
で

本
会
議
休
会
。

▼
　
第
十
五
日
（
三
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
六
日
（
三
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
七
日
（
三
月
十
五
日
）
本

会
議
休
会
。

▼
　
第
十
八
日
（
三
月
十
六
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案
三
件

に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
、

質
疑
を
実
施
し
た
後
、
関
係
委
員

会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

▼
　
第
十
九
日
（
三
月
十
七
日
）
本

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
日
（
三
月
十
八
日
）
及

び
第
二
十
一
日
（
三
月
十
九
日
）

本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
二
日
（
三
月
二
十
日
）

本
会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会

開
催
。

▼
　
第
二
十
三
日
（
三
月
二
十
一
日
）

及
び
第
二
十
四
日
（
三
月
二
十
二

日
）
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
五
日
（
三
月
二
十
三
日
）

本
会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会

開
催
。

市 議 会 だ よ り 平成１８年４月２５日発行（３）

平 成 1 8 年 度 当 初 予 算
一般会計・特別会計（１２会計）の総額は

１,６７５億８,８５８万円余に
今定例会には、平成１８年度一般会計予算など当初予算１３件が提案され、それぞれ原案どおり可決されました。

今年度の当初予算は昨年度と比べ、一般会計で０.４％（３億１千万円）の増、特別会計１２会計の合計で２.６％

（２１億４０７万３千円）の減、全体の予算では１.１％（１７億９,４０７万３千円）の減となっています。

平成１８年度一般会計予算の総額は８７６億３千万円、特別会計１２会計の予算額は合計で７９９億５,８５８万６千円

で、各会計別の予算額は次の表のとおりです。

（表１）平成１８年度会計別予算額 （△印は減） 

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計 

会　　　　計　　　　別 

一　般　会　計（イ） 

平成１８年度当初 平成１７年度当初 増　減　額 増　減　率 

千円 
８７,６３０,０００ 

千円 
８７,３２０,０００ 

千円 
３１０,０００ 

％ 
０.４　　 

総　　計 （イ）＋（ロ） 

国民健康保険事業 

老 人 保 健 医 療 

休日急患・小児夜間 

診 　療　事　業 

介 　護　保　険 

母子寡婦福祉資金貸付 

競　　　　　　　輪 

公 共 地 下 駐 車 場 

交 通 災 害 共 済 

農 業 集 落 排 水 

西口土地区画整理 

水　　　　　　　道 

公 共 下 水 道 

特別会計・小計（ロ） 

２６,８４８,４００ 

２０,３７９,５３５ 

― 

３９０,０００ 

１０,３５６,０００ 

８７,２００ 

３,０５１,０００ 

２２９,６００ 

６５,２７６ 

９２,１００ 

１９１,５００ 

９,６１６,９４９ 

８,６５１,０２６ 

７９,９５８,５８６ 

１６７,５８８,５８６ 

２６,４０６,８００ 

２０,４６０,３７９ 

６３,３１０ 

― 

１０,０２９,６００ 

９６,４５０ 

３,０６９,０００ 

２４０,７００ 

６８,５００ 

１８８,９００ 

３７２,６００ 

９,９０７,３７０ 

１１,１５９,０５０ 

８２,０６２,６５９ 

１６９,３８２,６５９ 

４４１,６００ 

△  ８０,８４４ 

△  ６３,３１０ 

３９０,０００ 

３２６,４００ 

△  ９,２５０ 

△  １８,０００ 

△  １１,１００ 

△  ３,２２４ 

△  ９６,８００ 

△  １８１,１００ 

△  ２９０,４２１ 

△  ２,５０８,０２４ 

△  ２,１０４,０７３ 

△  １,７９４,０７３ 

１.７ 

△  ０.４ 

皆減 

皆増 

３.３ 

△  ９.６ 

△  ０.６ 

△  ４.６ 

△  ４.７ 

△  ５１.２ 

△  ４８.６ 

△  ２.９ 

△  ２２.５ 

△  ２.６ 

△  １.１ 
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▼
　
第
二
十
六
日
（
三
月
二
十
四
日
）

最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付
託
さ

れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と
結
果

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、
議
案
四
十
件
を
原
案
可

決
。
次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案

一
件
を
原
案
可
決
。
同
じ
く
追
加

提
出
さ
れ
た
同
意
一
件
、
意
見
三

件
を
そ
れ
ぞ
れ
同
意
。
続
い
て
農

業
委
員
会
委
員
の
推
薦
を
行
っ
た

後
、
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施

設
建
設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口

周
辺
整
備
対
策
特
別
委
員
会
委
員

の
選
任
を
行
い
閉
会
。

平成１８年４月２５日発行 （４）

伊佐沼農産物直売所伊佐沼農産物直売所伊佐沼農産物直売所

歴史的地区環境整備街路歴史的地区環境整備街路歴史的地区環境整備街路

（表２）平成１８年度一般会計予算の財源内訳 市民一人あたり額（一般会計） 

自
　
　
主
　
　
財
　
　
源 

依
　
　
　
存
　
　
　
財
　
　
　
源 

区　　　　分 
当初予算額 
（千円） 

構　成　比 
（％） 歳　入 

市　　　税 
１４７,５２８円 

歳　出 

市 税  

分 担 金 及 び 負 担 金  

使 用 料 及 び 手 数 料  

財 産 収 入  

寄 附 金  

繰 入 金  

繰 越 金  

諸 収 入  

小　　　　計 

地 方 譲 与 税  

利 子 割 交 付 金  

配 当 割 交 付 金  

株式等譲渡所得割交付金 

ゴルフ場利用税交付金 

地 方 消 費 税 交 付 金  

自動車取得税交付金  

地 方 特 例 交 付 金  

地 方 交 付 税  

交通安全対策特別交付金 

国 庫 支 出 金  

県 支 出 金  

市 債  

小　　　　計 

一 般 会 計 歳 入 合 計 

４９,０９０,０３６ 

８２１,５０２ 

１,６９０,６４０ 

８４７,５６１ 

１,６００ 

３,１５５,５００ 

２,３００,０００ 

４,２３５,７４１ 

６２,１４２,５８０ 

３,３２２,０９２ 

１５３,０００ 

５１,１７１ 

１９１,４９２ 

９０,０００ 

３,１３５,１３７ 

７６０,０００ 

１,４５６,４００ 

４００,０００ 

６２,０００ 

７,６３６,７１０ 

２,５００,８１８ 

５,７２８,６００ 

２５,４８７,４２０ 

８７,６３０,０００ 

５６.０ 

０.９ 

１.９ 

１.０ 

０.０ 

３.６ 

２.６ 

４.８ 

７０.９ 

３.８ 

０.２ 

０.１ 

０.２ 

０.１ 

３.６ 

０.９ 

１.７ 

０.５ 

０.１ 

８.７ 

２.８ 

６.５ 

２９.１ 

１００.０ 

民　生　費 
 ８４,２８１円 

第
１
位 

国庫支出金 
 ２２,９５０円 

教　育　費 
 ３８,２８６円 

第
２
位 

市　　　債 
 １７,２１６円 

衛　生　費 
 ３５,２４４円 

第
３
位 

諸　収　入 
 １２,７２９円 

総　務　費 
 ２９,０４４円 

第
４
位 

地方譲与税 
  ９,９８４円 

公　債　費 
 ２４,７３３円 

第
５
位 

繰　入　金 
  ９,４８３円 

土　木　費 
 ２３,１０４円 

第
６
位 

地方消費税交付金 
  ９,４２２円 

消　防　費 
 １１,５９４円 

第
７
位 

そ　の　他 
 ３４,０３８円 

合 計　　２６３，３５０円 

そ　の　他 
 １７,０６４円 

自主財源：地方公共団体（県や市町村）が自ら収入源を見積り賦課し徴収する等
により、自分の手で確保することができる収入（財源）のことです。 

依存財源：国あるいは都道府県から定められた額を交付されたり、割り当てら
れたりする収入（財源）のことです。 
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（表３）平成１８年度一般会計予算の歳出内訳と主な事業 

区　　　分 
当初予算額 

（千円） 

構成比 

（％） 
主　　　　な　　　　事　　　　業 

○市民参加に関する条例制定　　　○「集中改革プラン」推進　 
○国際交流センター運営管理　　　○地域振興ふれあい拠点施設整備　 
○「川越ナンバー」関連事業　　　○電子市役所の推進　　○人権推進　 
○防犯のまちづくり推進　　　　　○地域ふれあいセンター建設推進　 
○男女共同参画推進　　○市街地交通円滑化方策・公共交通機関利用促進策検討 
○市内循環バス改善　　○放置自転車対策・交通安全対策推進 

○健康増進事業　　　　○健康診査 
○健康教育・健康相談　○母子保健充実　　○精神保健福祉対策推進 
○感染症予防対策充実　○食品・環境衛生指導　○環境基本計画見直し 
○環境保全活動推進　　○節電推進　　○市域地球温暖化対策推進 
○住宅用太陽光発電システム設置補助　○屋上緑化・壁面緑化推進 
○アスベスト対策　　　○産業廃棄物不法投棄監視　　○集団回収 
○焼却灰等再資源化事業　○ごみ処理施設適正維持管理 
○「ポイ捨て禁止条例」制定　　○新清掃センター建設 

○農業生産基盤整備　　　○後継者育成・確保・経営支援 
○主穀作振興　　　　　　○地産地消推進 

○中小企業事業資金融資　　○企業連携コーディネート事業 
○産学交流促進　　○商店街振興対策推進　　○工業団地拡張整備推進 
○観光客誘客推進　○地域再生事業等観光振興 
○郊外型駐車場整備推進　○新河岸川観光舟運事業 
○川越まつりPR推進　○鏡山酒造跡地活用 

○若年者就職面接会　　　○資格取得講座　　　○就労支援事業 

○幹線道路整備　　　　　　○生活道路整備　　○橋りょう整備 
○都市計画街路整備　　　　○歴史的地区環境整備街路整備 
○ゆずりあい道路整備　　　○都市景観形成地域指定 
○霞ケ関駅北口整備事業　　○本川越駅周辺地区整備事業 
○中央通り地区整備事業　　○（仮称）鯨井公園等公園整備 

○防災施設整備充実　○自主防災組織結成促進　○地域防災計画見直し 

○月越小学校改築　　　　○小中学校施設整備　○学童保育室施設改善 
○旧霞ケ関北小学校解体　○生涯学習基本構想・基本計画推進 
○（仮称）高階地区公共施設整備　　○少人数学級編制推進　 
○スクールボランチ作戦　　○中学生社会体験事業 
○子ども・学校・きらめき体験事業 
○すくすく子どもサポーター配置事業　○英語指導助手派遣 

○地域福祉計画推進　　○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進　　 
○障害福祉計画策定　　○地域子育て支援センター事業・一時的保育事業拡充 
○青少年健全育成推進 

総 務 費 

議 会 費 

衛 生 費 

農 林 水 産 業 費 

商 工 費 

労 働 費 

土 木 費 

消 防 費 

教 育 費 

災 害 復 旧 費 

公 債 費 

諸 支 出 金 

予 備 費 

一般会計歳出合計 

民 生 費 

９,６６４,５５７ 

６６８,５１２ 

１１,７２７,４６８ 

１,１７８,９０６ 

２,５１９,９２３ 

４０７,１５５ 

７,６８７,９７８ 

３,８５７,９７６ 

１２,７３９,６０６ 

２,０００ 

８,２３０,０３１ 

７８１,４１７ 

１２０,０００ 

８７,６３０,０００ 

２８,０４４,４７１ 

１１.０ 

０.８ 

１３.４ 

１.３ 

２.９ 

０.５ 

８.８ 

４.４ 

１４.５ 

０.０ 

９.４ 

０.９ 

０.１ 

１００.０ 

３２.０ 
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今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
八

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

七
十
四
億
六
千
九
百
十
四
万
八
千
円
、

特
別
会
計
八
百
二
十
二
億
二
千
百
五

十
四
万
五
千
円
、
合
計
一
千
六
百
九

十
六
億
九
千
六
十
九
万
三
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
四
億
四
千
三
十
万

六
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
八
百
七
十
四
億

六
千
九
百
十
四
万
八
千
円
と
し
た
も

の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
歳
出
補
正
の
確
定
に

伴
う
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
等
の
減

額
分
等
を
計
上
し
、
歳
出
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
精
算
等
に
伴
う
減
額
分
、

国
の
補
正
予
算
に
併
せ
小
・
中
学
校

の
大
規
模
改
造
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
に
伴
う
増
額
分
等
を
計
上
し
た
も

の
で
す
。
併
せ
て
、
継
続
費
の
補
正

に
つ
い
て
は
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建

設
事
業
の
総
額
及
び
平
成
十
八
年
度

以
降
の
年
割
額
を
、
月
越
小
学
校
改

築
事
業
は
総
額
及
び
平
成
十
八
年
度

の
年
割
額
を
、
仮
称
高
階
地
区
公
共

施
設
建
設
事
業
は
事
業
期
間
及
び
平

成
十
七
年
度
以
降
の
年
割
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
変
更
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、

繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
は
、
民
間
保

育
所
建
設
費
補
助
事
業
ほ
か
七
事
業

に
つ
い
て
、
年
度
内
の
事
業
の
完
了

が
見
込
め
な
い
た
め
、
明
許
繰
越
し

た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
地
方
債
の

補
正
に
つ
い
て
は
、
民
間
保
育
施
設

整
備
事
業
ほ
か
一
事
業
に
係
る
地
方

債
を
追
加
し
、
南
古
谷
駅
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
整
備
事
業
ほ
か
十
六
事
業
に

つ
い
て
、
起
債
対
象
事
業
費
の
確
定

に
伴
い
、
地
方
債
の
限
度
額
を
変
更

し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

施
設
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
千
九
百
五
十
八

万
五
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
三
億
三
百
八

十
一
万
五
千
円
と
し
、
施
設
勘
定
と

事
業
勘
定
を
合
わ
せ
た
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算
の
総
額
は
二

百
七
十
億
一
千
四
百
二
十
二
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
老
人
保

健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
一
億
六
千
六
十
八
万
七
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
二
百
六
億
五
千
百
四
十
七
万

一
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
医
療

費
の
増
加
に
伴
う
追
加
所
要
額
を
計

上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
休
日
急

患
・
小
児
夜
間
診
療
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
七
十
七
万
一
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

六
千
二
百
五
十
三
万
九
千
円
と
し
た

も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
二
千
三
百
八
十
七
万
九
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
百
一
億
九
十
四
万
六
千
円
と

し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

保
険
保
険
給
付
費
準
備
基
金
へ
の
積

立
て
に
伴
う
追
加
所
要
額
を
計
上
し

た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
六
百
五
十
一
万
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

一
億
八
千
四
百
六
十
六
万
八
千
円
と

し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併
せ
て
、
地

方
債
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
起
債
対

平成１８年４月２５日発行 （６）

補
正
予
算

九
件
を
可
決

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、「
川
越
市
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
」
を
四
月
一
日
に
施
行
す

る
た
め
、
三
月
三
十
一
日
に
市
長
が

専
決
処
分
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
議

会
の
承
認
を
求
め
た
も
の
で
、
固
定

資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
お
い
て
、

土
地
に
係
る
税
負
担
調
整
措
置
を
見

直
し
、
課
税
標
準
額
の
算
定
方
法
を

改
正
し
た
ほ
か
、
地
方
税
法
等
の
改

正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
し
た
も
の

で
す
。

川
越
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
は
、
個
人
市
民
税

は
、
均
等
割
及
び
所
得
割
の
非
課

税
限
度
額
の
引
き
下
げ
、
三
段
階

に
分
か
れ
て
い
た
所
得
割
の
累
進

税
率
の
一
律
六
％
へ
の
改
正
、
定

率
減
税
の
廃
止
を
し
、
固
定
資
産

税
は
、
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
減

額
措
置
の
創
設
を
し
、
市
た
ば
こ

税
は
、
税
率
の
引
き
上
げ
等
の
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
税
目
に
つ
い
て
、
地
方
税
法

の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
し

た
も
の
で
す
。

川
越
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成

十
九
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日

に
お
い
て
年
齢
六
十
五
歳
以
上
で

あ
っ
た
公
的
年
金
等
受
給
者
の
減

額
措
置
の
判
定
に
あ
た
り
総
所
得

金
額
か
ら
控
除
す
る
額
を
、
平
成

十
八
年
度
は
二
十
八
万
円
、
平
成

十
九
年
度
は
二
十
二
万
円
と
し
、

所
得
割
額
の
算
定
に
あ
た
り
総
所

得
金
額
か
ら
控
除
す
る
額
を
、
平

成
十
八
年
度
は
十
三
万
円
、
平
成

十
九
年
度
は
七
万
円
と
し
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
条
約
適
用
利
子
等

に
係
る
利
子
所
得
等
及
び
条
約
適

用
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ

い
て
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

措
置
の
判
定
基
準
及
び
所
得
割
額

の
算
定
基
礎
で
あ
る
総
所
得
金
額

に
加
え
る
課
税
の
特
例
を
定
め
、

平
成
十
九
年
度
か
ら
適
用
す
る
と

し
た
も
の
で
す
。

市
議
会
臨
時
会
か
ら

専
決
処
分
の
承
認

条
例
の
一
部
改
正
の

四
件
を
審
議

平
成
十
八
年
川
越
市
議
会
第
二

回
臨
時
会
は
、
四
月
十
三
日
開
会

さ
れ
、
議
案
四
件
を
審
議
し
、
同

日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

▽
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
　
│
承
認
│

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
「
非
常
勤
消
防

団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
」
を
四
月
一
日
に
施

行
す
る
た
め
、
議
会
を
招
集
す
る

い
と
ま
が
な
い
の
で
、
三
月
三
十

一
日
に
市
長
が
専
決
処
分
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
議
会
の
承
認
を
求

め
た
も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
非
常
勤
消
防

団
員
、
非
常
勤
水
防
団
員
及
び
消

防
作
業
従
事
者
等
の
補
償
基
礎
額

を
引
き
下
げ
た
も
の
で
す
。

▽
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

│
承
認
│

▽
　
川
越
市
税
条
例
の
一
部
を
改



▽
　
平
成
十
六
年
度
川
越
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

な
ど
十
三
決
算

―
認
定
―

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
開
会

の
市
議
会
第
五
回
定
例
会
に
お
い
て
、

継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
平
成
十
六

年
度
川
越
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て
な
ど
十
一
決
算
及

び
、
平
成
十
六
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
並
び
に

平
成
十
六
年
度
川
越
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

閉
会
中
に
付
託
さ
れ
た
特
別
委
員
会

で
三
日
間
に
わ
た
り
審
査
い
た
し
ま

し
た
。
今
定
例
会
第
一
日
（
二
月
二

十
七
日
）
に
そ
の
審
査
の
経
過
と
結

果
に
つ
い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
各
決
算
は
認
定
さ
れ

ま
し
た
。

▽
　
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広

域
連
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
新
た
な

熊
谷
市
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
等
、
同

日
か
ら
平
成
十
八
年
二
月
一
日
に
か

け
て
、
十
件
の
市
町
村
合
併
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彩
の
国
さ
い
た

ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
が
減
少
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、

議
会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

選
任
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
に
欠
員
が
生
じ

た
た
め
、
市
議
会
推
薦
の
農
業
委
員

会
委
員
一
人
を
選
ぶ
た
め
選
挙
し
た

結
果
、
次
の
議
員
が
被
推
薦
者
と
し

て
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

※
　
　
※
　
　
※

江
　
田
　
　
　
肇
　
議
員
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象
事
業
費
の
確
定
に
伴
い
、
地
方
債

の
限
度
額
を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
川
越

都
市
計
画
川
越
駅
西
口
第
二
工

区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

│
原
案
可
決
│

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
三
千
九
百
四
十
四
万
一
千
円
を

減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
三
億
三
千
三
百
十
五
万
九

千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
精
算

に
伴
う
も
の
で
す
。
併
せ
て
、
地
方

債
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
起
債
対
象

事
業
費
の
確
定
に
伴
い
、
地
方
債
の

限
度
額
を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

│
原
案
可
決
│

収
益
的
収
入
か
ら
一
千
七
百
万
円

を
、
収
益
的
支
出
か
ら
六
千
七
百
二

十
一
万
三
千
円
を
、
資
本
的
収
入
か

ら
三
億
七
千
八
百
万
円
を
、
資
本
的

支
出
か
ら
六
億
四
千
四
百
九
十
二
万

九
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減
額
し
、
水
道

事
業
会
計
予
算
の
総
額
を
九
十
二
億

一
千
七
十
三
万
四
千
円
と
し
た
も
の

で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
諸
事

業
の
精
算
等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併

せ
て
、
業
務
の
予
定
量
、
継
続
費
及

び
企
業
債
の
限
度
額
を
変
更
し
た
も

の
で
す
。

▽
　
平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

│
原
案
可
決
│

収
益
的
収
入
か
ら
四
千
三
百
七
十

二
万
円
を
、
収
益
的
支
出
か
ら
七
千

三
百
五
十
九
万
四
千
円
を
、
資
本
的

収
入
か
ら
六
千
二
十
万
円
を
、
資
本

的
支
出
か
ら
九
千
四
百
万
円
を
そ
れ

ぞ
れ
減
額
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会

計
予
算
の
総
額
を
百
十
一
億
八
千
九

百
十
五
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
諸
事

業
の
精
算
等
に
伴
う
も
の
で
す
。
併

せ
て
、
業
務
の
予
定
量
、
企
業
債
の

限
度
額
及
び
他
会
計
か
ら
の
補
助
金

を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

平
成
十
六
年
度
決
算
十
三
件
を
認
定

町
の
区
域
を
変
更

▽
　
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に

つ
い
て
（
土
地
区
画
整
理
等
）

│
原
案
可
決
│

川
越
都
市
計
画
川
越
駅
西
口
土
地

区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
等
に
伴

い
、
住
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行

政
執
行
の
合
理
化
を
図
れ
る
こ
と
か

ら
、
新
宿
町
一
丁
目
、
旭
町
一
丁
目

及
び
脇
田
本
町
の
町
の
区
域
を
変
更

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

変
更
に
係
る
町
ご
と
の
面
積
は
新

宿
町
一
丁
目
が
変
更
前
十
八
万
一
千

八
百
三
・
〇
四
2ｍ
に
対
し
四
千
八
百

十
九
・
六
三
2ｍ
増
加
し
、
旭
町
一
丁

目
が
変
更
前
十
六
万
四
千
二
百
六
十

五
・
〇
六
2ｍ
に
対
し
二
千
五
百
六
十

七
・
二
二
2ｍ
、
脇
田
本
町
が
変
更
前

二
十
四
万
五
千
四
百
三
十
五
・
三
五

2ｍ
に
対
し
二
千
二
百
五
十
二
・
四
一

2ｍ
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

効
力
の
発
生
の
時
期
は
、
平
成
十

九
年
二
月
頃
で
す
。

彩の国さいたま

人づくり広域連合

農
業
委
員
会
委
員
を

推
　
薦

次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

い
た
し
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

川
越
市
大
字
笠
幡九

百
三
十
三
番
地

大
　
室
　
圭
　
史

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
　
員

地域振興ふれあい拠点施設

建設にかかわる川越駅西口

周辺整備対策特別委員会

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
は
、
平
成
十
七

年
十
一
月
三
十
日
開
会
の
市
議
会
第

五
回
定
例
会
閉
会
後
、
継
続
審
査
と

な
っ
て
い
た
付
議
事
件
に
つ
い
て
、

二
月
二
日
に
審
査
い
た
し
ま
し
た
。

今
定
例
会
第
一
日
（
二
月
二
十
七
日
）

に
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、「
継
続
審
査
」
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た

▽
　
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

建
設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周

辺
整
備
対
策
特
別
委
員
会
委
員
の

選
任
に
つ
い
て

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
一
人
の

欠
員
が
生
じ
た
た
め
、
川
越
市
議
会

委
員
会
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
議
員
が
選
任
さ
れ
ま

し
た
。

※
　
　
※
　
　
※

川
　
口
　
知
　
子
　
議
員

市
議
会
議
員
山
村
健
仁
氏
は
一

月
二
十
八
日
午
前
三
時
二
十
五
分
、

病
気
療
養
中
の
と
こ
ろ
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。

同
氏
は
、
昭
和
四
十
六
年
五
月

に
初
当
選
し
、
八
期
三
十
年
以
上

に
わ
た
り
市
議
会
議
員
を
務
め
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
文
教
常
任

委
員
会
委
員
長
、
川
越
地
区
消
防

組
合
議
会
議
長
、
農
業
委
員
会
委

員
を
歴
任
、
川
越
市
政
の
進
展
に

尽
力
さ
れ
、
多
く
の
功
績
を
残
さ

れ
ま
し
た
。

同
氏
の
卓
越
し
た
見
識
と
豊
富

な
経
験
は
、
本
市
の
抱
え
る
課
題

を
解
決
す
る
た
め
に
重
要
か
つ
期

待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

急
逝
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

痛
恨
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

心
よ
り
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

山
村
健
仁
議
員

逝
去



市 議 会 だ よ り

今
定
例
会
で
は
、
五
日
間
に
わ
た

り
二
十
一
名
の
議
員
か
ら
一
般
質
問

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
言
者
及
び
質

問
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
　
　
　
※
　
　
　
※

小
　
林
　
　
　
薫
　
議
員

一
、
子
供
一
一
〇
番
に
つ
い
て

二
、
観
光
行
政
に
つ
い
て

中
　
原
　
秀
　
久
　
議
員

一
、
仙
波
河
岸
史
跡
公
園
の
位
置
づ

け
と
旧
橋
本
家
住
宅
の
移
築
に
つ

い
て

二
、
ガ
ス
供
給
（
家
庭
用
）
と
温
暖

化
防
止
対
策
に
つ
い
て

岩
　
崎
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
公
園
と
児
童
遊
園
の
あ
り
か
た

に
つ
い
て

二
、
人
事
評
価
制
度
の
導
入
に
つ
い

て

倉
　
嶋
　
美
恵
子
　
議
員

一
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
進
み

具
合
に
つ
い
て

二
、
平
成
十
五
年
度
包
括
外
部
監
査

報
告
と
指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移

行
に
つ
い
て

片
　
野
　
広
　

議
員

一
、
川
越
市
の
業
務
委
託
に
つ
い
て

小
野
澤
　
康
　
弘
　
議
員

一
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
材
バ
ン
ク
制

度
に
つ
い
て

山
　
口
　
智
　
也
　
議
員

一
、
国
道
一
六
号
「
鵜
頭
坂
」
交
差

点
改
良
に
関
わ
る
市
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

二
、
未
成
年
者
の
禁
煙
対
策
と
「
た

ば
こ
カ
ー
ド
」
に
つ
い
て

三
　
上
　
喜
久
蔵
　
議
員

一
、
認
定
農
業
者
に
つ
い
て

二
、
市
民
に
と
っ
て
の
市
役
所
窓
口

に
つ
い
て

松
　
井
　
釜
太
郎
　
議
員

一
、
河
川
の
浚
渫
と
河
川
敷
の
運
動

公
園
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）

二
、
市
道
の
建
設
（
拡
幅
、
補
修
を

含
む
）
に
つ
い
て

新
　
井
　
金
　
作
　
議
員

一
、
川
越
北
環
状
線
建
設
に
関
す
る

諸
問
題
に
つ
い
て

二
、
観
光
政
策
の
取
組
に
つ
い
て

橋
　
　
　
剛
　
議
員

一
、
地
域
防
犯
の
現
状
に
つ
い
て

菊
　
地
　
　
　
実
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
の
経
済

性
に
つ
い
て

二
、
遺
跡
調
査
な
ど
文
化
財
行
政
に

つ
い
て

高
　
橋
　
康
　
博
　
議
員

一
、
公
契
約
に
つ
い
て

二
、
市
が
関
係
す
る
公
益
法
人
等
に

つ
い
て大

　
野
　
慶
　
治
　
議
員

一
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
つ
い

て
二
、
高
齢
者
等
困
り
ご
と
支
援
策
に

つ
い
て川

　
口
　
知
　
子
　
議
員

一
、
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
障
害

者
自
立
支
援
法
に
関
す
る
諸
問
題

に
つ
い
て

二
、
大
東
地
域
に
お
け
る
諸
問
題
に

つ
い
て

１
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

２
旧
道
沿
い
の
電
柱
撤
去
に
つ
い

て
３
そ
の
他

佐
　
藤
　
恵
　
士
　
議
員

一
、
医
療
制
度
「
改
革
」
関
連
法
案

が
市
と
市
民
に
与
え
る
影
響
に
つ

い
て

二
、
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
に

関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て

三
、
高
階
地
域
の
諸
問
題
に
つ
い
て

江
　
田
　
俊
　
雄
　
議
員

一
、
市
町
村
合
併
に
つ
い
て

清
　
水
　
京
　
子
　
議
員

一
、
日
中
観
光
交
流
年
に
つ
い
て

二
、
市
立
川
越
高
等
学
校
に
つ
い
て

三
、
乳
幼
児
健
診
に
つ
い
て

中
　
村
　
孝
　
治
　
議
員

一
、
安
全
・
安
心
・
快
適
な
街
づ
く

り
に
つ
い
て

１
公
園
整
備
に
つ
い
て

２
水
辺
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

３
そ
の
他

小
ノ
澤
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
少
子
化
対
策
に
つ
い
て

１
不
妊
治
療
制
度
の
期
間
延
長
に

つ
い
て

２
子
育
て
窓
口
一
本
化
に
つ
い
て

二
、
学
校
に
お
け
る
「
食
育
」
の
取

り
組
み
の
推
進
に
つ
い
て

山
　
木
　
綾
　
子
　
議
員

一
、
子
ど
も
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
二
、
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い
て

今
定
例
会
に
お
い
て
、
本
会
議
の

開
会
前
に
議
場
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催

し
ま
し
た
。
今
回
は
、
各
種
式
典
や

諸
行
事
に
参
加
、
演
奏
活
動
を
行
っ

て
い
る
川
越
地
区
消
防
組
合
消
防
音

楽
隊
の
二
十
七
名
に
よ
り
、
寺
島
尚

彦
作
曲
、
横
谷
　
基
編
曲
の
川
越
地

区
消
防
組
合
消
防
歌
「
虹
の
マ
ー
チ
」

ほ
か
二
曲
の
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

平成１８年４月２５日発行 （８）

議
場
コ
ン
サ
ー
ト議場コンサート議場コンサート議場コンサート

市政に関する

一 般 質 問

請 願 の 審 査 結 果 
請 願 番 号 件 　 名  提 出 者  付託委員会 結　果 

厚　生 
取下げ 
了　承 

総　務 不採択 

請　願 
第３号 

請　願 
第３号 

平成16年 
6月提出 

平成17年 
12月提出 

池袋東口場外車券売場
での公営競技主催計画
の撤回に関する請願書 

「川越市平和都市づ
くり条例」の制定を
求める請願書 

池袋東口場外車券売場
設置反対連絡協議会 
代表　森　　弘　治 

「川越市平和都市づく
り条例」を実現する会 
代表　大塚　八寿男 

ほか13,039名 

（ （ 

（ （ 

市議会だよりは古紙100％再生紙を使用しています

二
月
二
十
四
日
付
け
で
議
会
運
営

委
員
会
の
松
岡
秀
仁
委
員
長
か
ら
委

員
長
の
辞
任
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
第
一
日
（
二
月
二
十
七

日
）
に
同
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
委

員
長
の
辞
任
を
許
可
し
た
後
、
委
員

長
を
互
選
し
た
結
果
、
加
藤
　
昇

副
委
員
長
が
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
副
委
員
長
を

互
選
し
た
結
果
、
稲
浦
敏
雄
委
員
が

副
委
員
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会

次
の
方
々
を
推
薦
す
る
こ
と
に
同

意
い
た
し
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

川
越
市
大
字
笠
幡

四
千
四
十
一
番
地
二

發
　
知
　
照
　
子

川
越
市
大
字
小
堤

八
百
三
十
五
番
地
二

宮
　
根
　
　
　
茂

川
越
市
今
成
一
丁
目
四
番
地
七

天
　
野
　
利
　

人権擁護委員

（ ）（ ）

（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）


